堺市保健所等実習受け入れ要領

（趣旨）
第１条　この要領は、保健所保健医療薬務課、健康推進課及びこころの健康センター（以下「保健所等」という。）が医師、看護師、保健師、助産師、管理栄養士、歯科衛生士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、公認心理師等養成施設等（以下「施設」という。）に在籍する学生（以下「実習生」という。）の受け入れをする場合に必要なことを定めるものとする。　
（役割）
第２条　保健所等は実習生を受け入れるために施設と連絡をとり、健康推進課、こころの健康センター及び保健センター（以下「センター」という。）にその旨連絡するものとする。センターは、実習生に対して実習を実施するものとする。
（実習の目的）
第３条　センターにおいて実施する実習は、実習生が保健サービス提供の現場を体験し、又サービス提供にあたるセンター職員との交流を通じ、地域保健、公衆衛生等について、総合的に学習し、能力の向上を図ることを目的とする。
（資格）
第４条　実習生としての資格を有する者は、次の各号に掲げる施設に在籍する者とする。
（１）保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）に規定する保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所等
（２）栄養士法（昭和22年法律第245号）に規定する管理栄養士養成施設等
（３）歯科衛生士法（昭和23年法律第204号）に規定する歯科衛生士養成学校又は歯科衛生士養成施設等
（４）理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法律第137号）に規定する理学療法士養成施設又は作業療法士養成施設等
（５）言語聴覚士法（平成9年法律第132号）に規定する言語聴覚士養成所等
（６）精神保健福祉士法（平成9年法律第131号）に規定する精神保健福祉士養成施設等
（７）学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学及び大学院
（８）その他健康部長が必要と認める施設
（申請）
第５条　施設の長は、当該施設の実習生に実習を受けさせようとするときは、実習希望年度の前年度中に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める担当部署に対して、実習受け入れ申請書（様式第１号）により申請をしなければならない。ただし、やむをえない事情がある場合は、当該年度のできるだけ早い時期に申請をするものとする。
　(1) 医師（精神保健実習を必要とする医師を除く。）、助産師又は看護師　　保健所保健医療薬務課
　(2) 保健師、管理栄養士、歯科衛生士、作業療法士、理学療法士又は言語聴覚士　　健康推進課
　(3) 精神保健実習を必要とする医師、精神保健福祉士又は公認心理師　　こころの健康センター
（実習受け入れの承諾）
第６条　市長は、前条の申請があったときは、次の各号に定める事項を審査し、実習の受け入れを行うものとする。この場合において、市長は、実習受け入れ承諾書（様式第２号）により承諾する旨を、当該施設の長に通知するものとする。
（１）申請書に記された期間等が、センターで実施することが適当であると認められること。
（２）実習の受け入れにより、センター職員の業務に支障が生じないこと。
（３）その他、実習を受け入れ難い理由がないこと。
（変更申請）
第７条　施設の長は、第６条による実習受け入れ承諾の通知の後、やむを得ない事由によりその内容に変更が生じた際は、速やかに実習受け入れ変更申請書（様式第３号）により変更申請をしなければならない。
（実習受け入れの変更の承諾）
第８条　市長は、前条の変更申請があったときは、第６条の規定を準用し、変更を承諾する場合には、実習受け入れ変更承諾書（様式第４号）により当該施設等の長に通知するものとする。
（協定）
第９条　第６条の規定により、実習の受け入れを承諾した場合、市長と当該施設の長は、実習受け入れ協定書（様式第５号）により実習受け入れに関する協定を締結するものとする。
（経費の負担）
第１０条　施設の長は、実習に要する経費を支払うものとする。
（実習に関する協力同意）
第１１条　センターの長は、必要に応じ、センター内に実習の実施に関する掲示を行うなど、市民の協力を求めるものとする。
（施行の細目）
第１２条　この要領に定めるもののほか、実習受け入れに関し必要な事項は、保健所次長が定める。


附　則
この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附　則
この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

附　則
この要領は、平成２２年９月１日から施行する。
　　　
附　則
この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

附　則
この要領は、平成３０年４月１日から施行する。

附　則
（施行期日）
１　この要領は、令和２年１１月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市保健所実習受け入れ要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市保健所実習受け入れ要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

[bookmark: _Hlk100252747]　　附　則
この要領は、令和４年４月１日から施行する。
　
[bookmark: _Hlk189579947]　　附　則
この要領は、令和６年４月１日から施行する。

　　附　則
この要領は、令和７年４月１日から施行する。

附　則
この要領は、令和７年６月１日から施行する。

　　　　
様式第１号（第５条関係）

第号
年月日

堺　市　長　　　殿


申請者　　所在地　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　
　

年度　実習受け入れ申請書


　標題の件につきまして、下記のとおり、実習受け入れを申請します。


記


１　実習期間、人数及び実習地
	実習期間
	人数
	実習地

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	



２　実習生の専攻課程等の名称

３　担当者連絡先

４　特記事項等




様式第２号（第６条関係）


第　　　号
年月日


申　請　者　　様


堺市長　　　　　　　　　　
　

年度　実習受け入れ承諾書


　年　　月　　日付第　　号にて貴職から申請がありました件につきまして、下記のとおり、実習受け入れを承諾します。


記


１　実習期間、人数及び実習地
	実習期間
	人数
	実習地

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	



２　その他
　　　別紙「堺市保健所等実習受け入れ要領」に記載している事項について、承諾し、遵守すること。





様式第３号（第７条関係）

第号
年月日

堺　市　長　　　殿

申請者　　所在地　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　  

　
年度　実習受け入れ変更申請書


　　　　年　　月　　日付　　第　　号にて承諾された件につきまして、下記のとおり、実習受け入れの変更を申請します。

記

１　既に承諾を受けている実習期間、人数及び実習地
	実習期間
	人数
	実習地

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	


　
２　変更を希望する実習期間、人数及び実習地
	実習期間
	人数
	実習地

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	



３　変更理由







様式第４号（第８条関係）


第　　　号
年月日


申　請　者　　様


堺市長　　　　　　　　　　
　

年度　実習受け入れ変更承諾書


　年　　月　　日付第　　号にて貴職から変更申請がありました件につきまして、下記のとおり、実習受け入れを承諾します。


記


１　実習期間、人数及び実習地
	実習期間
	人数
	実習地

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	

	年　　月　　日　～　　年　　月　　日（　　日間）
	人
	



２　その他
　　　別紙「堺市保健所等実習受け入れ要領」に記載している事項について、承諾し、遵守すること。





様式第５号（第９条関係）
実習受け入れ協定書

堺市（以下「甲」という。）と　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、堺市保健所等実習受け入れ要領（以下「要領」という。）第９条の規定に基づき、下記のとおり協定する。

（趣旨）
第１条　甲は、乙に在籍する学生で、甲が実習の受け入れを認めるもの（以下「実習生」という。）を受け入れ、地域保健に関する実習を行うものとする。

（実習期間等）
第２条　実習期間、人数及び実習地は、先に通知した様式第２号（要領第６条関係）のとおりとし、その後変更が生じた場合は様式第４号（要領第８条関係）のとおりとする。なお、実習時間は、原則として、甲の開庁日の執務時間内とする。

（経費負担等）
第３条　乙は、実習生の受け入れ料として、実習生１人につき、金２，２００円に、実習日数を乗じた額を甲に納入するものとする。
２　乙は、実習終了後３０日以内に、【別紙報告書】を甲に提出しなければならない。
３　受け入れ料は、甲が発行する納入通知書により請求するものとし、乙は、甲から請求を受けたときは、遅滞なく支払わなければならない。
４　乙は、実習生の受け入れ料のほか、実習で市販の教材等を使用する場合や、見学等で民間施設を利用する場合、必要な実費を負担するものとする。

（遵守事項）
第４条　実習生は、実習にあたっては、甲の担当職員の指示を遵守するとともに、甲の業務の支障となる行為は厳に行ってはならない。
２　乙及び実習生は、要領をはじめ、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等の関係法令等を遵守しなければならない。
３　乙は、本協定の履行に際して、市民の個人情報保護の重要性に鑑み法令を遵守し、入手した個人情報の管理に当たり、実習生が実習期間中、又は実習終了後における漏洩等を防止し、その適正な管理に努めなければならない。
４　甲は、乙又は実習生が条例に記載された事項に違反し、損害を発生させた場合は、その損害の賠償を乙に請求することができる。

（誓約書）
第５条　実習生は、個人情報の取扱い等に関する【別紙誓約書】を甲に提出するものとする。
２　乙は、原則として実習開始の１ヶ月前までに、実習生が提出する誓約書を取りまとめ、甲への提出を代行する。

（実習の中止）
第6条 甲は、実習生が第４条の規定に違反し、又は実習生として相応しくない
行為があった場合は、実習を中止することができる。この場合、甲は乙に
その旨通知するものとする。
２　前項の規定により実習を中止したときは、甲は受け入れ料の減額を行わないものとする。

（事故責任等）
第７条　実習期間中の実習生の負傷又は疾病については、乙が責任をもって処理するものとする。ただし、その負傷又は疾病が甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、この限りではない。

（損害賠償）
第８条　実習生が故意又は重過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合、乙は、その損害を賠償する責任を負う。

（協定の有効期間）
第９条　この協定の有効期間は、協定の締結日から、締結日の属する年度の３月３１日までとする。ただし、この協定の有効期間の終期１ヶ月前までに、甲乙いずれかの書面による意思表示がない場合は、１年間の自動更新を行うものとする。また、その後についても同様とする。

（協議事項）
第１０条　この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ定める。

　この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各
１通を保有するものとする。

　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　甲　　住　所　堺市堺区南瓦町３番１号
　　　　　　　　　　　　　　名　称　堺市
代表者　堺市長
 
乙　　住　所　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　名　称　
代表者 　　

【別紙報告書】

第号
年月日

堺　市　長　　殿

申請者　　所在地　　　　　　　　　　　
名　称　　　　　　　　　　　
代表者　　　　　　　　　　　
　
年度　堺市保健所等実習実績報告書

下記のとおり終了しましたので報告します。


記

１　実習期間、人数、実習地及び受け入れ料
	実習期間
	人数
	実習地
	受け入れ料

	年　　月　　日　～　　
年　　月　　日（　　日間）
	人
	
	円

	年　　月　　日　～　　
年　　月　　日（　　日間）
	人
	
	円

	年　　月　　日　～　　
年　　月　　日（　　日間）
	人
	
	円

	年　　月　　日　～　　
年　　月　　日（　　日間）
	人
	
	円

	年　　月　　日　～　　
年　　月　　日（　　日間）
	人
	
	円


※堺市において行った実習についてのみ記載すること。

２　支払金額　　　　　　　　　　　　　　　　円
※支払金額は受け入れ料の合計を記載すること。

注意
1　本報告書は、年度中における堺市内の全ての実習終了後３０日以内に提出してください。


【別紙誓約書】

誓　約　書


　　年　　月　　日


堺市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　 　（学校名）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 （学籍番号・氏名）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　


私は、堺市で行う保健所等実習に参加するにあたり、下記の事項を厳守することを誓います。


記


一、関係法令等を固く遵守します。

一、機密や重要事項の守秘義務を遵守します。

一、実習担当者や受け入れ担当者の指示に従います。

一、職場秩序を守り、実習に専念します。

一、無断で欠席、遅刻、早退又は実習を欠きません。

一、故意又は重過失により損害を与えたときは、その責を負います。
